
 

 

 

 

 

協会会員（団体・個人）単位の申請もできます。【昨年からの継続事業】

★新たに申請を考えている団体・個人は、運営委員と事務局へ事前にお申し出の上、申請書の作成を 

進めてください
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◆「閉局」と書いていない日は、すべて開局しています。（１３時～１７時） 

  

  


